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中 期 目 標 中 期 計 画 

 

（前文）大学の基本的な目標 
 

東京海洋大学は平成15年10月、東京商船大学と東京水産大学の統合

により発足した国内唯一の海洋系大学である。百有余年の歴史と伝統

を誇る両大学の特長と個性を十分に活かし、新たな理念として「人類

社会の持続的発展に資するために、海洋を巡る学問および科学技術に

かかわる基礎的・応用的教育研究を行う」ことを掲げ、海洋に関する

高等教育を推進する。 

「海を知る、海を守る、海を利用する」教育研究の中心拠点となり、

我が国が海洋立国として発展するための一翼を担うことは、本学の重

要な使命である。 

このような基本的観点に立ち、本学は、海洋に関して国際的に卓越

した教育研究拠点を目指すと共に、研究者を含む高度専門職業人養成

を核として、海洋に関する総合的な教育研究を行う。 

教育においては、豊かな人間性、幅広い教養、国際交流の基盤とな

る幅広い視野・能力と文化的素養を有し、海洋に対する高度な知識と

実践する能力を有する人材を養成する。 

研究においては、海洋科学技術に関わる環境・資源・エネルギーを

中心とする領域と周辺領域の研究を学際的に推進する。また、持続可

能で安全・安心な社会や低炭素社会に貢献する研究を進める。 

大学の教育研究活動により産み出される成果を地域社会、産業界、

国際社会等に積極的に還元する。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 

 

◆ 中期目標の期間及び教育研究組織 

 

 １ 中期目標の期間  

中期目標の期間は、平成２２年４月１日から平成２８年３月３１

日までの６年間とする。 

 

 

 ２ 教育研究組織  

この中期目標を達成するため、別表に記載する学部及び研究科を

置く。 

 

 

  

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 教育に関する目標  １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

① 海洋及び海洋に関連する分野に強い関心を抱き、高い志と資

質を持って入学する者を、社会的責任をもって選抜する。 

 

【学士課程】 

①－１ アドミッション・ポリシー及び社会的要請を踏まえ、志願者動向、入試結果、

修学状況、進学・就職等のデータに基づいて入試方法を改善する。 

 

 【大学院課程】 

①－２ 大学院教育の目的に照らし、海洋科学技術とその周辺分野に強い関心を抱く者

を積極的に入学させる方策を立案し、優秀な学生の入学を推進する。 

 

② 実践的指導力、豊かな人間性と幅広い視野・能力と文化的素

養を持ち、課題探求、問題解決能力に優れた人材を養成するた

めの教育プログラムを作成し、学部・大学院教育の質を維持・

向上させる。 

 

【学士課程】 

②－１ 海洋立国における高等教育機関として、学生が豊かな人間性と幅広い視野・能

力と文化的素養を修得できるように、必要な科目を明確にし、これに基づき教育

プログラムを充実させる。 

 



 

 3

中 期 目 標 中 期 計 画 

 ②－２ 海洋の平和的かつ積極的な利用、海洋環境の保全と調和、海洋の政策課題に的

確に対応する知識と能力を有する人材の育成プログラムを強化する。 

 

 ②－３ 実践的指導力の育成のために、講義・実験・演習・実習を連関させた教育体系

を構築するとともに、複数の科目を通じて体系的に学習課題を履修するプログラ

ムを充実させる。 

 

 ②－４ 課題探求、問題解決能力の涵養のために、協働学習、チームティーチング等の

教育システムを充実させる。また、これと連動して、論理的思考力、表現力、コ

ミュニケーション能力を向上させる方策を実現する。 

 

 【大学院課程】 

②－５ 国際的に活躍する人材を育成するための大学院教育の充実を図るとともに、学

際領域の教育を強化する。 

 

 ②－６ 海洋における資源確保や環境問題の解決に繋がる大学院教育を充実させ、持続

発展教育の教育拠点として、持続可能な社会の構築に貢献する人材を育成する。 

 

 ②－７ 優れた修了生を輩出するために、厳正な単位認定と学位論文審査を基本に、学

位授与システムを改善する。 

 

 【水産専攻科・乗船実習科】 

②－８ 国際性及び実践的指導力を有する船舶運航技術者を養成する教育システムを維

持・強化する。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 

（２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

① 教育目的に的確に対応する教育体制を構築する。 

 

①－１ 中期目標を達成するための教育の基盤となる学部教育体制を構築し、その機能

を確実なものとする。 

 

 ①－２ 教養教育に関して、大学の目的に沿った教育効果を確保できるように、学部を

超えた体制を整備する。 

 

 ①－３ 高度な専門技術を身につけた海上技術者の養成制度を充実させる。 

 

 ①－４ 研究者を含む高度専門職業人を養成するために、大学院における教育研究体制

を改善する。 

 

② 教育力を強化するシステムを構築する。 

 

②－１ 教育力の強化及び教職員の能力開発のために、教職員研修プログラムの策定や

ＦＤ活動等の検証をフィードバックするシステムを強化する。 

 

  

（３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

①－１ 充実した勉学・研究の基盤となる学習環境及び居住環境を整備する。 

 
① 学部学生、大学院生並びに留学生の学習環境を改善するとと

もに、進路指導を充実させる。 

 ①－２ 社会人・職業人として、教育研究で得た知識と技術を実務に活かせるように、

進路支援体制を改善する。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 

 ２ 研究に関する目標  ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

①－１ 学内外の組織を有効に活用し、海洋基本法をはじめとする社会のニーズに対応

した研究施策を推進する。 

 

① 海洋科学技術に関わる環境・資源・エネルギーを核とした領

域とその周辺領域の研究を学際的に推進し、持続的発展可能で

安全・安心な社会の実現に資する質の高い基盤及び応用的研究

を行う。それらの成果を総合的に発展させることにより、地域

及び国際社会に貢献する。 

 

①－２ 水産学と工学との連携研究をはじめ、重点的に取り組む領域の基盤及び応用的

研究を推進する。 

 

 ①－３ 競争的研究資金や受託研究費、共同研究費、企業等からの寄附金を継続的に獲

得し、質の高い研究を推進する。 

 
 ①－４ 船舶や附属実験実習施設等を開かれた研究拠点として活用し、国内外との共同

研究を推進する。 

 

  

（２）研究実施体制等に関する目標 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

①－１ 海洋科学技術とその周辺領域の研究を推進する優れた研究者（外国人や女性を

含む。）を確保するとともに、若手・中堅教員を戦略的に育成する。 

 

① 人類が直面する地球温暖化や食料・輸送等の諸問題の解決に

貢献するため、研究の質を向上させるシステムを整備するとと

もに、世界の海洋科学技術研究における中核的拠点形成の基盤

を構築する。 

 

①－２ 学際・融合領域の研究を活性化させるため、部局横断的な教員間の研究交流を

推進する。 

 

 ①－３ 博士研究員、ＲＡ、ＴＡの制度を充実させ、研究を活性化する。 

 

 ①－４ 南北両極域を含む海洋とその周辺領域の研究を推進するために、アジア、北米

を中心に、関係諸国との国際共同・産官学連携研究体制を構築する。 

 

  



 

 6

中 期 目 標 中 期 計 画 

 ３ その他の目標  ３ その他の目標を達成するための措置 

（１）社会との連携や社会貢献に関する目標 （１）社会との連携や社会貢献に関する目標を達成するための措置 

① 海洋関連機関との連携を拡充し、海洋の教育研究拠点の役割

に鑑み、地域社会及び関連業界へ貢献する。 

 

①－１ 産学・地域連携推進機構を軸に、海洋・水産・海事関連機関との教育研究ネッ

トワークを整備し、情報拠点としての機能を充実させる。 

 

 ①－２ 社会人や市民等への教育や情報の提供、各種外部委員会における専門的知識の

提供等により、大学の人的資源を活用した社会貢献を推進する。 

 

 ①－３ 海洋関連産業の振興を目的として連携を推進し、研究活動に基づく社会貢献を

推進する。 

 

  

（２）国際化に関する目標 （２）国際化に関する目標を達成するための措置 

① 国際的視野を持って活躍する人材を育成する。 

 

①－１ 国際的に活躍するための基礎的能力を育成する教育を推進し、海外の教育研究

機関における学生等の知的活動への参画を支援する。 

 

 ①－２ 優秀な留学生の受入れを推進するとともに、平成27年度末までに、留学生総数

を平成21年度と比較して概ね10％増加させる。 

 

② 海外の教育研究機関との連携を強め、国際化を推進する。 

 

②－１ 船舶や附属実験実習施設等を活用した国際共同研究や拠点交流を通じて、海外

の教育研究機関との連携を強化する。 

 

 ②－２ 国際化を推進するため、教職員の海外派遣制度を利用して、国際舞台で活躍で

きる人材を養成する。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標  １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

① 各部局を含めた法人運営の効率化を進める。 

 

①－１ 法人の意思決定過程を機能的に短縮化する。 

 

 ①－２ 教育研究組織の活性化と新たな諸課題に機動的かつ戦略的に対応するため、学

長がリーダーシップを発揮し、学内資源を重点的に配分できる仕組みを強化する。 

 

②－１ 学部と大学院の一貫した教育研究体制を構築する。 

 

② 学部及び大学院における教育研究の一層の連携と充実を目

的とし、教育研究組織を改善する。 

 ②－２ 責任ある教育研究体制の維持、発展に努めながら、組織を点検し、将来構想を

策定する。 

 

③ 経営協議会での審議結果及び監事や法人内部の監査結果を

受けて、運営改善に反映するサイクルの構築を図る。 

 

③－１ 経営協議会の運用の工夫改善等により、学外委員の意見を聞く機会を一層増や

し、その活用を図る。 

 

 ③－２ 監事監査及び内部監査等の監査結果を業務改善に反映させる仕組みを構築し、

実践する。 

 

  

 ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標  ２ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

①－１ 事務組織の機能・編成を見直し、事務処理を効率化・合理化する。 

 

① 法令等を遵守しつつ、事務処理を効率化・合理化するシステ

ムを構築する。 

 ①－２ アウトソーシング可能な業務については、外部委託や人材派遣の受入れを推進

し、より一層スリムで機動的な事務組織を実現する。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標  １ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

① 教育・研究・社会貢献等の円滑な実施や大学の管理運営のた

め、外部資金等の自己収入の増加を図る。 

 

①－１ 科学研究費補助金の申請率を平成25年度末までに10％増加させるとともに、国

及び民間企業からの受託研究費等の増加を図るために、応募を支援する体制等を

一層充実させる。 

 

  

 ２ 経費の抑制に関する目標  ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

（１）人件費の削減 （１）人件費の削減 

① 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律」（平成18年法律第47号）に基づき、平成18年度以降

の５年間において国家公務員に準じた人件費削減を行う。更

に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18

年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、

人件費改革を平成23年度まで継続する。 

 

①－１ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18

年法律第47号）に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成18年

度からの５年間において、△５％以上の人件費削減を行う。更に、「経済財政運営

と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、国家

公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。 

 

  

（２）人件費以外の経費の削減 （２）人件費以外の経費の削減 

① 運営費交付金の額に応じた適切な管理的経費の削減計画を

立て、実施する。 

 

①－１ 管理的経費の削減計画を策定し、当該経費を計画的に削減する。 

 

  

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標  ３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

① 大学が保有する資産（施設等）を有効活用する。 
 

①－１ 施設等の活用による自己収入の増加を目指す。 

 

 ①－２ 老朽化した施設の一部廃止により、管理経費を削減する。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

 １ 評価の充実に関する目標  １ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

① 組織と個人の両面から、不断の自己点検・評価を実施すると

ともに、その点検・評価方法に関する改善を行う。 

 

①－１ 教育・研究・社会貢献・管理運営に関する全学的な組織活動の評価、及び教職

員の個人活動評価を継続的に行うとともに、大学評価委員会を中心に、自己点検・

評価の方法等を継続的に見直し、必要に応じて改善する。 

 

 ①－２ 教職員の処遇に関する評価を毎年実施するとともに、評価項目・評価方法等に

ついて不断の改善を行う。 
 

  
 ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標  ２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

① 大学における教育・研究・社会貢献・管理運営等に関する情

報について、その内容を積極的に公開し、社会への説明責任を

果たす。 

 

①－１ 大学運営の透明性を確保するため、役員会・経営協議会・教育研究評議会の議

事要録、自己点検・評価結果等について、利害関係者のニーズに応えた情報を公

開する。 
 

 ①－２ 大学における教育、研究、社会貢献活動等について、積極的かつ戦略的な広報

活動を行う。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

 １ 施設設備の整備・活用等に関する目標  １ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

①－１ 良好なキャンパス環境の形成を目指して、省資源・省エネルギー等を踏まえた

施設・設備の整備を進める。 

 

① 研究者を含む高度専門職業人の養成を実現するために、教育

研究の施設や環境の整備・充実を図り、適切な管理運営を行う

ための施設マネジメントを推進する。 

 ①－２ 教育研究における高度利用促進のため、学内共同教育研究施設の一層の活用を

図る。 

 

  

 ２ 安全管理に関する目標  ２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

① 教育環境及び職場環境の安全性を向上させるため、リスク管

理体制を整備し、より安全性の高い法人運営を目指す。 

 

①－１ リスク管理を行う体制を整備するとともに、マニュアルの改定、予防のための

点検の計画的実施、教育訓練等により、一層の安全管理に取り組む。 

 

  

 ３ 法令遵守に関する目標  ３ 法令遵守に関する目標を達成するための措置 

①－１ 不正行為の防止のため、学外の有資格者や専門家の指導の下に検証体制を構築

し、一層の適正化に取り組む。 

 

① 法令等の社会的規範及び法人内部規則等を遵守するととも

に、教職員の意識の向上を図り、より一層の社会的信頼が得ら

れるような法人運営を目指す。 

 ①－２ 法令遵守や大学人としてのモラル、社会的責任に関して、教職員の意識を向上

させるための啓発活動を行う。 

 

  

 



別表（学部、研究科） 別表（収容定員）

 海洋科学部 １，１００人

 海洋工学部 ７００人

 海洋科学技術研究科 ５００人

   うち　博士前期課程　 ３８０人

   　　　博士後期課程　　 １２０人

 海洋科学部 １，１００人

 海洋工学部 ７００人

 海洋科学技術研究科 ５００人

   うち　博士前期課程　 ３８０人

   　　　博士後期課程　　 １２０人

 海洋科学部 １，１００人

 海洋工学部 ７００人

 海洋科学技術研究科 ５００人
   うち　博士前期課程　 ３８０人

   　　　博士後期課程　　 １２０人

 (うち船舶職員養成に係る分野２８０人)　

学　部　、　研　究　科　等

 (うち船舶職員養成に係る分野１６０人)　

 (うち水産教員養成に係る分野　４０人)　
平
成
23
年
度

平
成
22
年
度

 (うち船舶職員養成に係る分野１６０人)　

 (うち船舶職員養成に係る分野２８０人)　

研
究
科

　海洋科学技術研究科

 (うち水産教員養成に係る分野　４０人)　

 (うち船舶職員養成に係る分野１６０人)　

 (うち船舶職員養成に係る分野２８０人)　

　海洋科学部
　海洋工学部

平
成
24
年
度

中　期　目　標 中　期　計　画

 (うち水産教員養成に係る分野　４０人)　

学

部
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 海洋科学部 １，１００人

 海洋工学部 ７００人

 海洋科学技術研究科 ５００人
   うち　博士前期課程　 ３８０人

   　　　博士後期課程　　 １２０人

 海洋科学部 １，１００人

 海洋工学部 ７００人

 海洋科学技術研究科 ５００人
   うち　博士前期課程　 ３８０人

   　　　博士後期課程　　 １２０人

 海洋科学部 １，１００人

 海洋工学部 ７００人

 海洋科学技術研究科 ５００人
   うち　博士前期課程　 ３８０人

   　　　博士後期課程　　 １２０人

 (うち船舶職員養成に係る分野２８０人)　

平
成
27
年
度

平
成
26
年
度

 (うち船舶職員養成に係る分野１６０人)　

中　期　目　標 中　期　計　画

 (うち水産教員養成に係る分野　４０人)　

 (うち船舶職員養成に係る分野１６０人)　

 (うち水産教員養成に係る分野　４０人)　

 (うち船舶職員養成に係る分野２８０人)　

 (うち船舶職員養成に係る分野１６０人)　

 (うち船舶職員養成に係る分野２８０人)　

 (うち水産教員養成に係る分野　４０人)　

平
成
25
年
度
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